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POINT

ケース＆確認書類で学ぶ

相続手続き
八木正宣

税理士事務所ＳＢＬ所長・税理士執 筆：
会計事務所等での勤務を経て平成16年税理士事務所
ＳＢＬを開設。企業支援と相続関連業務に強み

Study

第

回

回
は
、
戸
籍
謄
本
に
代
わ
る
書

類
と
し
て
「
認
証
文
付
き
法
定

一
覧
図
の
写
し
の
場
合�

確
認
作
業
の
負
担
が
少
な
い

　

一
覧
図
の
写
し
は
、
金
融
機
関
に
と

っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
人
か
ら
戸
籍
の
束
を
提
出
さ
れ

た
場
合
、
戸
籍
謄
本
を
１
枚
１
枚
読
み

取
っ
て
す
べ
て
の
相
続
人
の
存
在
を
確

認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
一
覧
図
の
写
し
が
提
出
さ

れ
た
場
合
は
、
法
務
局
が
相
続
人
の
確

認
作
業
を
行
い
相
続
関
係
を
認
証
し
て

い
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
で
の
確
認
作

業
の
負
担
は
少
な
く
て
済
み
ま
す
。
基

本
的
に
は
、
①
預
金
者
の
死
亡
の
事

実
、
②
す
べ
て
の
相
続
人
の
情
報
が
相

続
届
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
③
認

証
を
受
け
た
書
類
で
あ
る
か
、
④
作
成

日
や
交
付
日
を
確
認
し
有
効
性
が
あ
る

か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
覧
図
の
写
し
は

相
続
人
に
と
っ
て
も
金
融
機
関
に
と
っ

て
も
便
利
な
書
類
で
す
。
し
か
し
、
一

般
に
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

金
融
機
関
の
担
当
者
は
、
相
続
財
産
の

名
義
変
更
の
事
務
量
が
多
く
こ
の
制
度

を
知
ら
な
い
お
客
様
に
制
度
の
説
明
を

行
っ
て
一
覧
図
の
写
し
の
利
用
を
勧
め

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
」（
以
下
、

一
覧
図
の
写
し
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

金
融
機
関
に
お
け
る
相
続
手
続
き
で

は
、
相
続
人
は
被
相
続
人
の
出
生
か
ら

死
亡
ま
で
の
戸
籍
謄
本
や
相
続
人
の
現

在
の
戸
籍
謄
本
等
の
束
を
提
出
す
る
ケ

ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
複
数
の
金
融
機
関
で
相
続
手
続
き

を
行
う
場
合
、
戸
籍
の
束
を
１
セ
ッ
ト

し
か
用
意
し
て
い
な
け
れ
ば
、
相
続
人

は
戸
籍
の
束
を
提
出
し
て
返
却
を
受
け

る
と
い
う
手
間
を
何
度
か
繰
り
返
す
こ

と
に
な
り
ま
す
（
図
表
）。

　

し
か
し
、
２
０
１
７
年
５
月
29
日
に

ス
タ
ー
ト
し
た
「
法
定
相
続
情
報
証
明

今

制
度
」
の
活
用
に
よ
り
、
そ
う
し
た
手

間
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
ま
す
。

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
と
は
、
相

続
人
が
登
記
所
（
法
務
局
）
に
前
述
し

た
戸
籍
の
束
と
相
続
関
係
を
一
覧
に
表

し
た
図
を
提
出
し
、
登
記
官
が
そ
の
一

覧
図
を
認
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
覧

図
の
写
し
（
サ
ン
プ
ル
）
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
一
覧

図
の
写
し
は
戸
籍
の
束
の
代
わ
り
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
覧
図
の
写
し
を
入
手
す
る
た
め
に

戸
籍
の
束
を
取
得
す
る
必
要
は
あ
る
も

の
の
、
一
覧
図
の
写
し
は
１
回
の
認
証

手
続
き
で
複
数
通
取
得
で
き
ま
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
複
数
の
金
融
機
関
で
相
続
手

続
き
を
同
時
並
行
に
進
め
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
な
お
、
一
覧
図
の
写
し
は
何

通
取
得
し
て
も
無
料
で
す
。

　

一
覧
図
の
写
し
は
、
預
貯
金
の
名
義

変
更
を
は
じ
め
、
保
険
金
の
請
求
や
保

険
契
約
の
名
義
変
更
、
有
価
証
券
等
の

名
義
変
更
、
不
動
産
の
相
続
登
記
、
相

続
税
申
告
等
で
利
用
が
で
き
ま
す
。

４ 法定相続情報一覧図
で見るべきポイント

　お客様から相続預金の名義変
更を依頼され、戸籍謄本等に代
わって認証文付き法定相続情報
一覧図の写しを提出されまし
た。この書類はどん
な特徴を持ち、どの
ように確認すればよ
いのでしょうか。

◦�一覧図の写しは登記所に戸籍
謄本等の束と相続関係の一覧
図を提出し認証・交付される

◦�戸籍謄本等の束
の代わりになり
お客様の手続き
の負担が軽減

４

図表●法定相続情報証明制度の活用時との比較
▼戸籍謄本の場合

▼法定相続情報一覧図の場合

戸籍謄本等
（有料）

戸籍謄本等
（有料）

法定相続情報
一覧図の写し
（無料）

法務局

不動産登記所

A銀行

B信用金庫

C保険会社

【認証】

提出・返却を
繰り返す【 】

同時に
提出できる【 】

不動産登記所

A銀行

B信用金庫

C保険会社

サンプル●法定相続情報一覧図の写し

法定相続番号　１２３４－５６－７８９１０

被相続人近代太郎法定相続情報
最後の本籍　東京都中野区東中野●●番地
最後の住所　東京都中野区東中野●●番地

出生　昭和２９年３月３日
死亡　平成３０年３月１５日
（被相続人）　
近 代 太 郎

住所　栃木県宇都宮市一番町●番
地
出生　昭和５３年４月６日
（長男）　
近 代 一 郎

住所　東京都中野区東中野●●番地
出生　昭和２９年１２月２０日
（妻）　
近 代 花 子　（申出人）

以下余白

作成日：平成30年5月28日
作成者：�司法書士　東城　大治　㊞
（東京都渋谷区渋谷●●番地）

これは，平成30年5月28日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写
しである。

平成30年6月2日
東京法務局中野出張所　　登記官　　山田　一　 職印

注）本書面は，提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に 
関しては，本書面に記載されない。また，相続手続以外に利用することはできな
い。

整理番号　〇０００００　１／１

預金者の死亡の事実
および死亡日を確認

相続届等に相続人全員の
記載があるかどうか確認

法務局の認証を受けた書
類であるかを確認

作成日や交付日を確認し
有効性があるかチェック


